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4月23日第 10回弁論に参加を
10時 15分高松駅西側公園に集合

立川地裁4階 405法廷で午前11時開始
　来る4月23日（木）の法廷では，弁護団が防音工事（国が「防
音工事の効果が高い」と主張していることに反論）について
主張する予定です。
　この間，被告国側は，昼間騒音控除論（通勤や通学で昼間
は被害地を出ている原告を基準に被害を評価せよとの論理）
を主張してきたり，どこも認めていない仮の騒音地域を狭く
したコンタ―（うるささ指数で線引きした地図）を示してき
たりと，損害賠償額を 1円でも少なくしようとの意図が明白
な主張をしてきています。
　弁護団を応援する意味でも，被告国に横暴な主張をさせな
い意味でも，傍聴を心がけましょう。
　今回は昭島市の原告を重点として車の送迎を行います
ので，送迎希望の方は事務局に（８ページに連絡先＝福
本携帯番号）お申し出ください。
　事前集会は 10時 15分～緑町北公園です。　（事務局）
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なくす会・原告団合同
の総会を開催します

　横田・基地被害をなくす会と第 9次横田基地公害
訴訟原告団の合同定期総会は，5月 31 日 ( 日 ) 午後
2時 00分～昭島市・昭和会館で行います。
　年に１回の定期総会です。総会の中で，現在私た
ちが置かれた情勢（横田基地の使用態様や飛行状況
が変わりつつあります。オスプレイも飛来するだけ
でなく，配備も予測される状況です）や，この１年
間に進めてきた活動や裁判状況等を確認し，基地周
辺に暮らす私たちが安全で平穏な生活を送るために
今後どうしていったらよいのかを考える機会となり
ます。多くの会員の皆さんの参加を呼びかけます。
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日時：5月 31 日（日）午後 2時～
場所：昭島市・昭和会館（右地図参照・
ＪＲ青梅線昭島駅南口・徒歩約５分）

会費納入は，以下の口座へお願いします。
①ゆうちょ銀行　店番００８  普通６８７５２２５
②ゆうちょ銀行　記号１００４０
　番号６８７５２２５１　( 振替用紙使用の場合 )
③中央労働金庫立川支店　店番２８２
　普通預金（口座番号）１０７４０６８
※名義：横田・基地被害をなくす会
※年会費は，個人 2000 円，団体１口 2000 円

なくす会・会費の振り込み先

会費納入は，以下の口座へお願いします。
①ゆうちょ銀行　店番０１８　普通 8014443
②ゆうちょ銀行　00180-6-790063　( 振替用紙を
　同封しましたので，お使いください。)
※名義：第９次横田基地公害訴訟原告団
※年会費は，10,000 円（家族原告は，1名以外の
会費を裁判終結時に精算することもできます。）

第９次横田基地公害訴訟
原告団・会費の振り込み先

　会費の 2015 年度分は，本年 4月からの１年間の期間が対象となります。なお，原告団会費につい
ては，半期分 5,000 円ずつの分割納入も可能です。分割納入の方は，その旨を振り込み用紙に書いて
ください。
　原告団の年会費は1名1万円（高額になりますので，最終段階まで１世帯1万円でも結構です），横田・
基地被害をなくす会の年会費は個人会員は 1名 2千円，団体会員は１口２千円です。
　「原告団会費」と「横田・基地被害をなくす会会費」とがあります。両団体に加入の方，一方の団体
だけに加入の方がおられますので，間違いのないようにご注意ください。
　なお，原告団となくす会の会員の方には，振込用紙と会費納入状況についてのお知らせの用紙が入
っています。記述に間違いのある場合は，原告団事務所か福本（Ｐ８参照）にお知らせください。

会費の振り込みについて★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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　2012 年 12 月にこの裁判の訴えを起こしてから 2年
が過ぎました。この間，原告からは被害の実態が切々
と訴えられ，弁護士さんからは，原告が基地から受け
ている被害を一日も早く無くすように求めていること
の正当性と，米軍や日本政府の責任を追及する意見陳
述が行われてきました。
　それに対し被告である国側からは信じられないよう
な準備書面が 9回出されてきました。この国側の主張
に対しては弁護士さんから厳しい反論がされてきまし
たが，私も感じたことを少し書きたいと思います。
１．横田基地には高い公共性があるから被害の賠償請
　求は遠慮すべきなのか
　国は，「横田飛行場は安保条約に基づく日米安全保障
体制の下で日本本土における最も重要な位置を占めて
いる。そこに離着陸する米軍機の諸活動は我が国の基
本的な存立と安全を確保するものであるのみならず，
極東における国際の平和と安全に貢献している。この
目的のために必要不可欠の施設であり，高度の公共性
をもっているから，騒音が受忍限度を超えるものであっ
ても，違法か否かを判断するに当たっては，このこと
を十分斟酌すべきである。」と主張しています。
　はたしてそうでしょうか。横田基地は朝鮮戦争から
始まって，ベトナム，イラクなどアメリカがアジアの
国々に戦争に出かけていくための出撃基地として使わ
れてきたのであって，これがあるから日本の平和が守
られてきたなどと言うのは真っ赤なウソで，公共性な
ど全くありません。
　もし，日本にとってそんなに重要な施設なら，何故
付近住民だけが騒音の被害に悩まされなければならな
いのでしょうか。
２．騒音を知っていながら基地付近に転入してきたの 
　だから，騒音被害を受けるのは自己責任なのか
　国は，「原告らの多くは，横田基地建設後にその周辺
に転入してきた。遅くとも昭和 40 年 (1965 年 ) には，
横田基地周辺が恒常的に航空機の騒音の暴露を受ける
地域であることが広く知れ渡っており，それ以降に居
住を開始した原告らは騒音地域であることを認識して
いたか，少なくとも過失により認識を欠いていたので
あって，自らの意思決定により選択した結果は自らが
負担するのが原則であり，この損害を他に転嫁するの
は間違いである。」と主張しています。
　こんな暴論が許せるでしょうか。

　私たちは三多摩地区の豊かな自然を求めて居住地を
選びました。職場との関係，家族の都合などがあって
この地域に住み続けているのです。狭い日本の国土に
たくさんの空軍基地を作り，多くの人々を騒音で困ら
せている基地の存在そのものが公害の元凶ではないで
しょうか。
　しかも，1965 年には騒音地域であると判っていたと
言うなら，それから 50年たった今まで対策を取らず住
民を騒音被害にさらしてきた政府にこそ責任があるの
ではないでしょうか。このことは今までの裁判の判決
で何回も指弾されてきたことではなかったでしょうか。
３．まだまだある国のデタラメな主張
　今回は２つの点にのみ書きましたが，その他にも，(1)
横田基地周辺住民が航空機騒音により受けている影響
は受忍限度を超えるものではない，という主張や，(2)
地上騒音が発生するところは飛行場の中央部分に位置
しており，その周辺には多数の飛行場施設の建物が存
在しているから周辺住民に侵害行為と言えるほどの影
響は与えていない。仮に与えたとしても，飛行場に近
接したごく一部の原告に対し僅かに認められる程度で
ある，という主張などは絶対に認められないものです。
　これらの点については，これからの裁判の中で弁護
士さんや証人の方々に大いに反論していっていただき
たいと思います。

「無責任極まる国側の弁解」
でたらめな主張を打破していこう

横田・基地被害をなくす会　　副代表　島田清作

住宅密集地が広がる横田基地周辺ｃ rimpeace2013/8/7
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　去る２月５～６日、岩国基地爆音訴訟が提訴から六
年を経て結審を迎えたことから私たち原告団からも２
名 ( 福本道夫団長ほか ) が現地に駆けつけた。また、私
たちの弁護団からも佐竹俊之弁護士が応援弁論に立た
れました。
　羽田空港から 100 分余、山口県最西部に位置する米
軍海兵隊岩国基地内の民間空港ロビーに到着。この民
間空港は「岩国錦帯橋空港」と命名されており、あた
かも独立した民間空港かと錯覚してしまいそうだ。因
みに、この空港は羽田との間を往復する１日２便のみ
が運航され（！）、在日米軍との「軍民共用空港」は青
森県空軍三沢基地との二港のみとのこと。
　ご用意頂いたレンタル小型バスに乗車して、いざ、
山口地裁岩国支部へ直行だ。
 　「私たちの安住の地が戦場のように扱われてい
る」（原告古賀さんの陳述）　傍聴席が埋まる中
で、原告と弁護団が３時間の大陳述を展開
　地裁の一角には１００人程の原告や支援団体が集
まっており、ＮＨＫや新聞社などのマスコミ数社がカ
メラを回しながら取材に奔走していた。
　午後２時から、６５４名の原告団を代表して津田原
告団長ほか二名が陳述。女性の原告は「オスプレイの
重低音によって心身が気持ち悪くさせられていること」
や「計画されている厚木基地からの艦載機移駐によっ
て再び着艦訓練やＮＬＰ ( 夜間着陸訓練 ) 基地とされて
は耐えられない」と切々と訴えられていたことが印象
に残った。その後、全国で基地裁判を担当する各々の

弁護団から六人の弁護士が応援弁論に立った。小松基
地訴訟弁護士からは、「小松基地周辺では、戦闘機騒音
の曝露にさらされた妊婦からは体重 2500g 未満の低体
重で出生する子どもが多くなっている」との医学的な
実証に基づく陳述があり注目された。最後に、岩国基
地訴訟弁護団から「裁判官が爆音の被害と前向きに向
かい合ってくれていることを感謝しつつも、最高裁判
例にとらわれず差止め判決の決断を」と迫る力強い弁
論で締めくくられた。
　終了後、近隣の岩国福祉会館にて、全国の基地訴訟
原告団ノボリ旗が垂らされる中で「報告集会」が開催
され、連帯挨拶が交歓された。
　当日の TVニュースでも報道され、翌日の朝刊におい
ても朝日新聞が写真付き六段記事で報道するなど、岩
国基地原告団の皆さんの継続した活動の成果だと推察
した次第だ。                        　尚、岩国基地裁判では「オ
スプレイ配備飛来中止」「厚木基地からの艦載機の岩国
移駐計画白紙撤回」なども追加請求している。                
　横田基地より広く拡張されつつある岩国基地
の強化に抗して
　結審翌日に岩国基地周辺フィールドワークを行った。
大月純子さん（岩国事務局長）、田村順玄さん（反基地
一筋五期二十年の岩国市議）などから案内して頂いた
施設やお話の一部を紹介します。
　「被害の軽減」「補助金交付」を口実に日米政府によ
る「謀略」に翻弄させらてきた岩国市民の苦悩が岩国
基地問題には横たわってきたことだ。第一に、基地の

２/ ５～ 2/ ６地裁結審を迎えた岩
国基地原告団の現地支援に参加
嘉手納・普天間・小松・厚木・新横田の原告団

と共に連帯行動が取り組まれる                                                               横田・基地被害をなくす会
事務局長　塚本秀男

2/5 岩国と言えば，錦帯橋。初日の集合場所から撮影。
2/5 報告集会で挨拶する岩国原告団・
津田団長。

2/6 岩国基地視察で説明する岩国爆
音訴訟の会共同代表の田村さん。



横田・基地被害をなくす会 NEWS/ 原告団 NEWS　-5-

大幅な拡張だ。「騒音の軽減」理由の「滑走路の沖合
1000Mへの移設」は 2011 年までに完了したものの、
沖合の埋め立て分だけ拡張され、基地面積の１．４倍
化（790 万 ha）が強行されたこと（横田基地は 713 万
ha）。　第二に、新設された軍港の岸壁は長さ 360Mと
なり、海兵隊の強襲揚陸艦も接岸できる基地に強化さ
れたこと。第三に、基地近隣の愛宕山開発地域を「米
軍住宅地」として2007年に売却させたこと。当初は「一
般住宅地」として開発されてきた地域だが、「在日米軍

再編」が合意されるや否やの売却断行。反対運動が拡
がるや今度は「高校野球の公式戦ができる球場（但し、
「米軍への提供施設」）」などの建設で懐柔作戦を仕掛け
てきているとのことだ。
　岩国基地原告団の闘いに心からエールを送りたいと
改めて思ったフィールドワークでした。
　その後、原告団事務所にて全国基地爆音訴訟原告団
連絡会議の事務局長会議を開き、岩国市基地政策課訪
問して解散。

2/5 報告集会で壇上に立つ岩国弁護団の弁護士さん。

2/5 報告集会会場はいっぱい。左は，初見参となった全国基地連の幟。

2/5 報告集会後の交流会で参加者全員で記念撮影。
2/6 岩国基地視察で撮影した基地フェンス。横田
と比べると，厳重警戒の感が窺えた。。

2/6 自衛隊所属飛行艇の旋回訓練が
繰り返し行われていた。

← 2/6 岩国市の高台よ
り岩国基地，瀬戸内海
を臨む。手前の川と海
の間にはさまれた部分
が岩国基地。

2/6 愛宕山地区に約束
破りの米軍住宅が建て
られることに反対する
幟旗「米軍住宅はいり
ません」が随所に見ら
れた。↓

← 2/6 岩国基地
正面ゲート前。
バスから降りて
写真を撮ってい
たら，自衛隊員
がかけつけ，「撮
影禁止」を厳し
い口調でまくし
立てた。
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経過報告と今後の予定（2015 年 1月 20日～）

＊ 1/20：基地案内と学習会（あきる野市民団体）
＊ 1/25：辺野古に基地はつくらせない！国会包囲ヒュー
　　　　マンチェーン
＊ 1/29：第 9回弁論と進行協議
＊ 2/4：横田基地案内（学生原告団協力者）
＊ 2/5：岩国訴訟・最終弁論支援行動
＊ 2/6：全国基地連事務局長会議 in 岩国（午前・基地案内）
＊ 2/9：平和Ｆへ 3.3 全国基地連政府交渉仲介を要請
＊ 2/12：なくす会＋原告団定例役員会議
＊ 2/16：公害弁連総会議案書・全国基地連活動報告送付
＊ 2/16：６団体オスプレイ対策会議
＊ 2/21：事務局連絡便＋爆音カレンダー作成・発行
＊ 2/22：６団体主催のオスプレイ反対集会
＊ 2/23：弁護団 +原告団会議
＊ 2/23 ～ 28：北富士と東富士でオスプレイが訓練を行
　　　　うとの通告→運用上の都合で中止
＊ 2/24：オスプレイ反対６団体で横田防衛事務所へ要請
＊ 2/26：3.3 全国基地連政府交渉仲介議員訪問・打合せ
＊ 3/3：全国基地連政府交渉と記者会見
＊ 3/5：なくす会＋原告団定例役員会議
＊ 3/6 ～ 10：北富士と東富士でオスプレイが訓練を行う

　　　との通告→運用上の都合で中止
＊ 3/11：オスプレイ反対東日本連絡会政府交渉
＊ 3/25：13 時～弁護団＋原告団会議
＊ 3/25：NHK 首都圏ネットワークで，横田基地が訓練
　　　　の年間予定を出していないことを報道
＊ 3/30-4/2：約 200 名の人員降下訓練通告
＊ 3/26：原告団となくす会会員の確認作業
＊ 3/28：伊達判決 56 周年記念集会（賛同）
＊ 4/1：なくす会＋原告団ＮＥＷＳゆうメール送付許可
＊ 4/2：なくす会＋原告団定例役員会議
＊ 4/3：なくす会＋原告団ＮＥＷ S発行・発送
　＊＊＊＊＊＊＊【以下は予定】＊＊＊＊＊＊
＊ 4/4：横田基地で関東航空機空中衝突防止対策会議
＊ 4/6：６団体オスプレイ対策会議，ＮＨＫ取材
＊ 4/7：横田基地案内（出版ＯＢ会）
＊ 4/23：第 10 回弁論と進行協議
＊ 5/6：議案書検討役員会議
＊ 5/31：なくす会＋原告団定期総会
＊６月：全国公害被害者総行動の中で政府交渉
＊ 6/25：第 11 回弁論と進行協議

弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介弁護団紹介
①弁護士登録：平成２０年
②趣味：読書（主にミステリー），
　スポーツ観戦（主に野球・バス
　ケットボール）

馬場庸介弁護士

　事務所の先輩弁護士たちは公害訴訟に多く携わって
いる弁護士もいますが，私個人としては公害訴訟への
関与は初めての経験となります。しかも相手が私企業
ではなく国ということで，法廷での陣容や書面・証拠
の量を見てその大きさを実感することもしばしばです。
　しかしながら，原告団の主張する騒音被害の深刻さ
は証拠上明らかであり，それに対する国の反論は，机
上の空論に過ぎません。
また，近年のオスプレイ受入や落下事故の発生等に伴
い，人口密集地にある横田基地の危険性をより感じる
情勢となっています。
　直接的な騒音被害だけでなく，住民の方のこのよう
な恐怖感・不安感等の被害も合わせて被害の実態を伝
え，国の航空行政の誤りを認めさせる訴訟にしていき
たいと思います。

吉田衣里弁護士

①弁護士登録：平成２１年
②趣味：クラシックバレエ（踊っ
　ています），ダンス鑑賞，旅行，
　食べ歩き等
③横田基地訴訟について：③基地訴訟について：

・現在，全国（普天間，嘉手納，厚木，岩国，小松，横
　田）で基地訴訟が係属しており，弁護団では２か月
　に１回程度，全国の弁護団が集まり，状況報告や問
　題点の検討などを行っています。
・横田基地に目を向けても，近年，横田基地所属でない
　米軍が横田基地に来て訓練を行ったり，オスプレイ
　が頻繁に飛来するなどしており，全国を自由に飛び
　回る米軍に対し全国で団結して取り組む必要性を改
　めて認識させられます。
・昨年夏には，横田基地の「騒音飛行急増」「基地機能
　強化」という報道もあったところで，横田基地にお
　ける本件訴訟の重要さも増しています。
　本件訴訟の進行としては，いよいよ具体的な騒音被
　害（生活妨害・健康被害等），防音工事に争点が移り，
　重要な局面を迎えていきますので，引き続きどうぞ
　よろしくお願い申し上げます。
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3.3 全国基地連・政府交渉：政府側は私たちの要求に正対
した回答をしなかった／ 3.11 オスプレイ東日本連絡会・
政府交渉：防衛省は強引な解釈を述べて立ち去った

全国基地連，オスプレイ反対東
日本連絡会の政府交渉報告

第 9次横田基地公害訴訟原告団　団長　福本道夫

◇ 3.3 全国基地連・政府交渉
　私たち原告団が所属する全国基地爆音訴訟原告団連絡会議で
は，3月 3日に以下の要求をもって，政府（外務省，防衛省，環
境省）交渉を行った。
１．政府への要求項目（外務省，防衛省）
１．基地の運用について，全国一律の基準を設けること。
２．全国の基地周辺地域住民に良好な生活環境を提供するために
        設けられた日米合同委員会合意事項や政府が関わった協定・
         確認事項（以下，「事項」と表記）を守り，守らせること。また，
　　各事項が結ばれた経緯・趣旨に従い，但し書きを乱用しない
　　こと。なお，各事項について，その実態を調査・検証し，結
　　果と今後の対策について，該当基地周辺自治体や周辺住民に
　　公表すること。
３．軍用機の市街地上空における飛行を行わないこと。
４．欠陥機オスプレイの配備・運用を中止すること。
５．沖縄の民意に従い，普天間基地を即時無条件撤去し，辺野古 
　　と東村高江の新基地建設を即時中止すること。
６．裁判所が下した全国の基地訴訟判決を尊重し，違法状態を解
　　消するために，さらなる基地周辺住民への被害軽減策を講じ
　　ること。
７．全国の各基地で起きている以下の危険な状況・問題点を，緊
　　急に解決させること。
　①嘉手納基地への外来機乗り入れを中止させること。
　②実弾の射爆撃訓練を止めさせること。
　③米軍戦闘機 F35 を日本に配備させないこと。
　④岩国基地への厚木基地からの空母艦載機部隊移駐案を白紙撤
　　回すること。
　⑤岩国市・愛宕山の米軍関連施設の建設中止及び計画を白紙撤
　　回すること。
　⑥小松基地周辺において，市街地上空を飛行しない「中島方式」
　　を厳守すること。
　⑦厚木基地訴訟判決（２０１４年５月横浜地裁）における「自
　　衛隊機の差止」について，米軍機に対しても同様の措置を取
　　ること。
　⑧横田基地内を目標として行われている人員降下訓練，物資投
　　下訓練を中止すること。
１．政府への要求項目（環境省）
１．自衛隊・米軍に対し，環境基本法の航空機騒音の環境基準を
　守らせる具体的な対策を講じること。
２．航空機騒音の環境基準設定にあたって，飛行時刻や飛行コー
　ス，運用基準等が特定されない軍事基地周辺地域について，よ
　り厳しい基準を設けること。

３．航空機騒音の人体に及ぼす医学的影響について，国費で調査
　研究を行うこと。なお，低周波音の人体に及ぼす医学的影響に
　ついては，早急に環境基準を設けること。
４．新基地建設を進めようとしている沖縄県辺野古と東村高江に
　おける環境破壊について早急に調査し，問題のある場合は，新
　基地建設を中止させること。
５．岩国基地の沖合埋め立て工事で消滅した藻場干潟を回復させ
　るための措置を，より具体的に講じること。
→（外務省回答より）日本の安全，極東の平和を維持するために
米軍の駐留を許している。…飛行訓練は、パイロットの能力を維
持するために重要なものと考えているが，米軍が飛行訓練を行う
ことは全く自由ではない。我が国の公共の安全を維持した上で，
飛行訓練は、安全面に留意し、地域住民に与える影響を最小限に
とどめるよう、ひきつづき、申し入れを行っていく。（防衛省回
答より）CV-22 の横田基地配備についてカーライル太平洋空軍司
令官の発言があったのは確認したが，米軍がそれを決定した事実
はない。

◇ 3.11 東日本連絡会・政府交渉
　オスプレイと飛行訓練に反対する東日本連絡会では，3月 11
日に以下の要求をもって，政府（外務省，防衛省）交渉を行った。
Ⅰ　米海兵隊MV-22 オスプレイの普天間基地配備を撤回する　
　こと。【外務省宛】
Ⅱ　米空軍 CV-22 オスプレイの新たな日本国内の配備につい　
　ては、これを止めさせること。【外務省宛】
Ⅲ　日本が購入し、自衛隊に配備しようとしているオスプレ　イ
　の購入と配備計画を止めること。【防衛省宛】
　また，上記、Ⅱ、Ⅲに関連する要求として，横田基地に関連し
て，「東京都横田基地の機能の強化と、空軍 CV-22 オスプレイの
配備計画を止めさせること。また、米軍オスプレイの飛来、中継
基化を止めさせること。」【外務省宛】の要求を（横田基地以外の
要求は省略）提出した。
→（外務省回答より）CV-22 は、今まで，嘉手納，または横田に
配備されるのではないかと報道されていますけれど、私どもがア
メリカと協議する中で、CV-22 を日本に配備するという決定は行
われていない・行われることはないと聞いている。
（防衛省回答より）（オスプレイの飛行高度規制＝ 500 フィート
と横田基地の飛行高度規制ー海抜 1500 フィートのどちらを優先
するのかという質問に対して）横田基地の日米合意に関連して，
平成 11年の米軍機の低空飛行訓練に関する合意に基づいて訓練
を行っている部分があるので、どちらを優先するのかという議論
にはならない。…発言直後，担当者は，用事があると途中退席した。
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天欄▶ 3月 13 日の東京新聞「こちら特報部」の
記事を読んでとても愉快になった。▶ 1988

した事実を表す，人類全体の負の遺産。原爆
ドームと同じく，後世まで継承していくべき

年 3月，福島県双葉町の小学校 6年生だった大沼勇
治さんは，福島原発 8号機計画を推進する町が募集
した「標語」に当選した。町長から直接表彰状を受
け取り光栄に感激したという。大沼少年の作った「原
子力明るい未来のエネルギー」という標語は，目抜
き通りの桜並木を跨いだ大看板となって掲げられ，
桜の季節にはライトアップ，クリスマスにはイルミ
ネーションが灯ったという。▶現在 39 歳の大沼さ
んは，東日本大震災の中で起こった福島原発事故後，
標語を作った張本人としての責任を感じて「脱原発」
を発言し続けている。新聞記事の中に，人けのない
大通りの看板の下，白い防護服に身を固めた大沼さ
ん夫妻が手を繋いで立っている写真があった。更に，
大きなボードを掲げて「部分修正」を試みる大沼さ
んの数枚の写真も。曰く「脱原発明るい未来のエネ
ルギー」，「原子力制御できないエネルギー」，「原子
力明るい未来…じゃなかった」(下線部分が部分修
正されたもの ) 。▶町当局は最近，「老朽化」を理由
に撤去予算 410 万円を決定した。双葉町の大半の地
域は帰還困難地域である。人も生活の気配もない町
には，今年も桜が咲き，負の歴史を証明する大沼さ
んの標語看板が立っている。大沼さんはこの看板を
歴史の証人として残すべきだと主張している。「過ち
が忘れられてしまう。…原発とともに歩んだ双葉の
歴史を象徴する原発震災遺構として，標語を残して
ほしい」「原子力の平和利用は可能だというキャンペ
－ンを信じ込み，まんまとだまされた。看板はそう

だ」と。大沼さんは茨城県に自宅を再建し，「自分
にふさわしい仕事」として太陽光発電事業を開始し
たという。▶素晴らしい行動力だ。そして実にウイッ
トに富んだ視覚に訴える写真だと感心してしまっ
た。提案が新聞に掲載されて，町当局は看板を残す
かどうか再検討をはじめたと数日後の報道。残ると
いいな，と思う。▶大沼さんの発想と行動力に学ん
で，何ができるかな？私たちは工夫が足りないなと
思う。かつて戦後生まれの「戦争を知らない子ども
たち」がベトナム戦争反対の中心を担ったことがあ
る。駅や街頭，公園などで彼らは音楽を利用して人々
の関心を集めた。駅や街頭に私も一員の「老人楽団」
を登場させたらどうだろう？  秘密保護法や改憲や
沖縄をテーマにしたビラを配りながら，そして受け
取りの悪さに辟易しながら，その「工夫」を思案し
ている今日この頃である。（Ｋ）▶ 3月 25日のＮＨ
Ｋ東京首都圏ネットワークから。…アメリカ軍横田
基地では，これまで年間の主な訓練計画について年
の始めに周辺の自治体に伝えてきたが，今年はまだ
伝えられていない…基地周辺の自治体では，住民に
情報提供する必要があるため，早めに訓練の計画を
伝えて欲しいとしている。…横田基地は，今年１月，
横田防衛事務所を通じて「計画には変更があるため，
不確かな情報にならないよう情報提供の方法につい
て検討する」と連絡があったという。▶オスプレイ
の飛来について，米軍司令官の神奈川県知事に対す
る「今後は通告しない」発言と同じ意図か？（Ｆ）

　事務所は，当分の間，2 日に 1
回は FAX，留守電の確認をして
おり，メールは毎日確認をしてい
ます。ご用の方は留守電に連絡先
電話番号・お名前を録音するか，
FAX，メールでお願いします。お急
ぎの方は事務局・福本携帯（上記
参照）までご連絡ください。

緊急連絡先 アドレス通知のお願い
　なくす会会員・原告の方でメールアドレス（携帯・パソコンど
ちらでも可）をお持ちの方へお願いです。以前お知らせいただい
た方は 2度手間で申し訳ないのですが，当方で全員分を打ち込む
のは手間なため，以下アドレスに「なくす会○○です」「原告○○
です」の断り書きを入れたメールをください。様々な緊急事態に
対応するためのお知らせをメールにてお送りします。
横田・基地被害をなくす会：yokota_nakusukai@yahoo.co.jp
第 9 次横田基地公害訴訟原告団：yokota9th@yahoo.co.jp

住所変更の場合は，
必ずご連絡ください

なくす会会員と原告団の皆様へ…住所変更がある場合は，
必ずお知らせください。特に，原告の方で家族に移動があ
る場合は，今後の立証に重大な影響がありますのでご注意
ください。なお，連絡は，事務所 FAX，事務所留守電，事
務局電話（090-4951-0800 福本携帯）にお願いします。


